
幼児教育・保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進める
「子ども・子育て支援新制度」を利用することができます。

新制度の教育・保育施設について

認定こども園　0～5さい
●  教育と保育を一体的に行う施設
幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子
育て支援も行う施設です。

保育所　0～5さい
●  就労などのため家庭で保育のできない保護者に代
わって保育する施設

幼稚園　3～5さい
●  小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教
育を行う学校

地域型保育　0～2さい
●  原則19人以下の少人数の単位で、0-2歳の子どもを
預かる事業 
地域の様々な状況に合わせて、小規模での保育の場
を確保します。

●  小規模保育 
少人数（定員6～19人）を対象に、家庭的保育に近い
雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います。

●  事業所内保育 
会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと
地域の子どもを一緒に保育します。

契約・支払先は、利用する
施設によって異なります。

利用者は市と契約し、保育料を市へ支払います。

市立認定こども園、私立認可保育所を
利用する場合

利用者は施設・事業者と契約し、保育料を
施設・事業者へ支払います。

私立認定こども園、小規模保育、
事業所内保育を利用する場合

※そのほか、「企業主導型保育」があります。詳細は、P46をご覧ください。

利用時間

夕方までの保育のほか、延長保育を実施。

利用時間

昼過ぎごろまでの教育時間のほか、園により教育時間前後
や園の休業中の一時預かりなどを実施。

利用できる保護者

共働き世帯など、家庭で保育のできない保護者。

利用できる保護者 制限なし。
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幼児教育・保育の無償化について
問 こども政策課 保育係　☎24-0340　 kodomoseisaku@city.chitose.lg.jp

3歳～5歳 1号認定： 満3歳から保育料を無償化 
（私学助成幼稚園は月額25,700
円まで無償）

　　　　　　2号認定： 満3歳を迎えた次の4月から保
育料を無償化

0歳～2歳   住民税非課税世帯を対象に保育料を無
償化

対象事業   幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保
育、企業主導型保育事業 
通園送迎費、食材料費、行事費、延長保育料
などは無償化の対象外です。 
ただし、所定の要件を満たす世帯は、副食
（おかず等）の費用が免除されます。（企業
主導型保育事業を除く）

申　請      不要（私学助成幼稚園を除く）

幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する子ども

3歳～5歳  保育料を月額37,000円まで無償化

0歳～2歳   住民税非課税世帯を対象に、保育料を月
額42,000円まで無償化

対象事業   認可外保育施設、一時預かり事業、病児保
育事業、ファミリー・サポート・センター事
業等（保育所、認定こども園等を利用中の
方は対象外）

申　請      市から「保育の必要性」の認定を受ける必
要があります。

その他、就学前の障がい児の発達支援を利用する子ど
もについても、3歳～5歳の利用料は無償です。

認可外保育施設等を利用する子ども

3歳～5歳   預かり保育料を日額450円×利用日数、月
額11,300円まで無償化

満3歳児   住民税非課税世帯を対象に、預かり保育
料を日額450円×利用日数、月額16,300
円まで無償化

対象事業  幼稚園、認定こども園（1号認定）
申　請       市から「保育の必要性」の認定を受ける必

要があります。

幼稚園等の預かり保育を利用する子ども
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